
学校指定用品等の取扱い（通学部会での調整結果） 

 

１ 協議経過 

第１回通学部会 2022 年６月 24 日（金） 日高地区コミュニティセンター 

第２回通学部会 2022 年７月 27 日（水） 日高地区コミュニティセンター 

第３回通学部会 2022 年８月 23 日（火） 市役所日高庁舎 会議室 2-1，2-2 

 

２ 調整結果 

⑴ 調整にあたっての確認事項 

違いのある指定用品について調整を図る。 

⑵ 制服、学用品等の取扱い 

項 目 調整結果 

制 服 
制服（上着）を着用する。（期間：10 月～５月） 

※両校で同等品のため、現在使用中のものをそのまま使用する。 

体操服 

日高小学校の体操服（夏季用、冬季用）に統一する。 

※統合後も静修小学校の体操服は着用可とし、買い替え時に統一

する。 

黄帽子 

黄色い安全帽子 

※現在使用中のものをそのまま使用する。なお、静修小学校の児

童は、統合時に日高小学校の帽章を付ける。 

名 札 日高小学校の名札に統一する（学年別で６色）。 

上履き 
Ⅴシューズ 

※両校で同等品のため、現在使用中のものをそのまま使用する。 

その他の学用品 

その他の学用品は、基本的に現在のものを使用し、詳細は

統合までに学校で決定する。 

※学用品全般において可能な限り保護者に新たな負担が生じない

よう配慮する。 
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